
 京都市生活保護法等施行細則の一部を改正する規則を公布する。 

  平成３０年７月３１日 

                         京都市長  門 川 大 作 

京都市規則第   号 

京都市生活保護法等施行細則の一部を改正する規則 

京都市生活保護法等施行細則の一部を次のように改正する。 

第２条第１項中「第５５条の６第１項」を「第５５条の７第１項」に改め，同条第２項

中「第５５条の５」を「第５５条の６」に改め，同条第３項を同条第４項とし，同条第２

項の次に次の１項を加える。 

３ 法第５５条の５第２項において準用する法第５５条の４第２項の規定により，法第５

５条の５第１項及び第５５条の６に規定する市長の進学準備給付金の支給に関する事

務を所長に委任する。 

 第１１条中「介護認定審査会」の右に「（以下この条において「審査会」という。）」を加

え，「又は」を「若しくは」に改め，「判定した者」の右に「又は同項に規定する居宅要支

援被保険者等に相当する者（審査会が同項に規定する要支援者であると判定した者を除

く。）」を加える。 

 第１６条を第１７条とする。 

 第１５条中「及び第１２条」を「，第１２条及び第１３条」に改め，同条を第１６条と

する。 

 第１４条を第１５条とし，第１３条を第１４条とし，第１２条の次に次の１条を加える。 

（進学準備給付金の支給の通知） 

第１３条 所長は，規則第１８条の９第１項の規定による申請があった場合において，法

第５５条の５第１項の規定により進学準備給付金を支給することを決定したときは，当

該申請者に対し，その旨を書面により通知するものとする。 

附 則 

 この規則は，平成３０年８月１日から施行する。ただし，第２条第１項及び第２項並び

に第１１条の改正規定は，公布の日から施行する。 

（保健福祉局生活福祉部生活福祉課） 
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